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第３章　契約
（契約の単位）
第6条 当センターは、VICSデスクランブラー1台毎に1のVICSサービス契約を締結します。

（サービスの提供区域）
第7条 VICSサービスの提供区域は、当センターの電波の受信可能な地域（全都道府県の区域で概ね

NHK-FM放送を受信することができる範囲内）とします。ただし、そのサービス提供区域であって
も、電波の状況によりVICSサービスを利用することができない場合があります。

（契約の成立等）
第8条 VICSサービスは、VICS対応FM受信機（VICSデスクランブラーが組み込まれたFM受信機）

を購入したことにより、契約の申込み及び承諾がなされたものとみなし、以後加入者は、継続的
にサービスの提供を受けることができるものとします。

（VICSサービスの種類の変更）
第9条 加入者は、VICSサービスの種類に対応したVICS対応FM受信機を購入することにより、第4条

に示すVICSサービスの種類の変更を行うことができます。
（契約上の地位の譲渡又は承継）
第10条 加入者は、第三者に対し加入者としての権利の譲渡又は地位の承継を行うことができます。

（加入者が行う契約の解除）
第11条 当センターは、次の場合には加入者がVICSサービス契約を解除したものとみなします。

(1)加入者がVICSデスクランブラーの使用を将来にわたって停止したとき
(2)加入者の所有するVICSデスクランブラーの使用が不可能となったとき

（当センターが行う契約の解除）
第12条 当センターは、加入者が第16条の規定に反する行為を行った場合には、VICSサービス契約を

解除することがあります。また、第17条の規定に従って、本放送の伝送方式の変更等が行われた
場合には、VICSサービス契約は、解除されたものと見なされます。

2 第11条又は第12条の規定により、VICSサービス契約が解除された場合であっても、当
センターは、VICSサービスの視聴料金の払い戻しをいたしません。

第４章　料金
（料金の支払い義務）
第13条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの料金として、契約単位ごとに加入時に

別表に定める定額料金の支払いを要します。なお、料金は、加入者が受信機を購入する際に負
担していただいております。

第５章　保守
（当センターの保守管理責任）
第14条 当センターは、当センターが提供するVICSサービスの視聴品質を良好に保持するため、適切な

保守管理に努めます。ただし、加入者の設備に起因する視聴品質の劣化に関してはこの限りで
はありません。

（利用の中止）
第15条 当センターは、放送設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、VICSサービスの利用を中止

することがあります。
2 当センターは、前項の規定によりVICSサービスの利用を中止するときは、あらかじめその

ことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第６章　雑則

（利用に係る加入者の義務）
第16条 加入者は、当センターが提供するVICSサービスの放送を再送信又は再配分することはできません。

（免責）
第17条 当センターは、天災、事変、気象などの視聴障害による放送休止、その他当センターの責めに

帰すことのできない事由によりVICSサービスの視聴が不可能ないし困難となった場合に
は一切の責任を負いません。また、利用者は、道路形状が変更した場合等、合理的な事情があ
る場合には、VICSサービスが一部表示されない場合があることを了承するものとします。
但し、当センターは、当該変更においても、変更後3年間、当該変更に対応していない旧デ
ジタル道路地図上でも、VICSサービスが可能な限度で適切に表示されるように、合理的な
努力を傾注するものとします。

2 VICSサービスは、FM放送の電波に多重して提供されていますので、本放送の伝送方式の
変更等が行われた場合には、加入者が当初に購入された受信機によるVICSサービスの利用がで
きなくなります。当センターは、やむを得ない事情があると認める場合には、3年以上の期間を
持って、VICSサービスの「お知らせ」画面等により、加入者に周知のうえ、本放送の伝送方式の変
更を行うことがあります。

[別表] 視聴料金　330円（税込み）
ただし、車載機購入価格に含まれております。

令和2年12月1日改訂


	もくじへ戻る



